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第１章 道路交通の安全 
 

第１節 道路交通事故のない社会を目指して 

 

１ 道路交通事故のない社会を目指して 

我々は、人命尊重の理念に基づき、究極的には、交通事故のない社会を目指すべきで

ある。  

近年においては、小学生をはじめとするこどもが関係する交通事故や高齢者が当事者と

なる交通事故が後を絶たない。次世代を担うこどものかけがえのない命を守るとともに、

今後も続くことが予想されている少子化・高齢化の進展に適切に対処するため、時代のニ

ーズに応える交通安全の取組がより一層求められている。  

今後も、道路交通事故による死者数及び命に関わり優先度が高い重傷者数をゼロに近づ

けることを目指し、究極的には、道路交通事故のない社会の実現に向けて、県を挙げて更

に積極的な取組が必要である。 

その際、道路交通事故による経済的損失が少なくとも年間10兆5,540億円に達している

こと(参考)を念頭に置きつつ、交通社会に参加する全ての国民が交通安全に留意するとと

もに、より一層交通安全対策を充実していくことが必要である。 

特に、交通安全は、地域社会と密接な関係を有することから、地域の交通事情等を踏ま

えた上で、それぞれの地域における活動を強化していくことが重要である。その際、行政、

学校、家庭、職場、団体、企業等が役割分担しながら、その連携を強化し、住民が交通安

全に関する各種活動に対して、その計画、実行、評価の各場面において様々な形で参加・

協働していくことが有効である。 

 

２ 歩行者の安全確保  

我が国では、欧米諸国と比較して、交通事故死者数に占める歩行者の割合が高くなって

おり、人優先の交通安全思想の下、横断歩道での歩行者優先といった交通ルールの徹底や

歩道の整備等により歩行者の安全確保を図ることが重要である。 

  

３ 地域の実情を踏まえた施策の推進  

交通安全に関しては、様々な施策メニューがあるところ、それぞれの地域の実情を踏ま

えた上で、その地域に最も効果的な施策の組合せを地域が主体となって行うべきである。

特に、生活道路における交通安全対策については、総合的なまちづくりの中で実現してい

くことが有効であり、このようなまちづくりの視点に立った交通安全対策の推進に当たっ

ては、住民に一番身近な市町村や警察署の役割が極めて大きい。  

さらに、地域の安全性を総合的に高めていくためには、交通安全対策を防犯や防災と併

せて一体的に推進していくことが有効かつ重要である。 
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４ 役割分担と連携強化  

行政のほか、学校、家庭、職場、団体、企業等それぞれが責任を持ちつつ役割分担をし

ながら、その連携を強化し、また、住民が交通安全に関する各種活動に対して、その計画、

実行、評価の各場面において様々な形で積極的に参加し、協働していくことが有効である。 

  

５ 交通事故被害者等の参加・協働  

交通事故被害者等は、交通事故により家族を失い、傷害を負わされるなど交通事故の

悲惨さを我が身をもって経験し、理解していることから、交通事故被害者等の参加や協

働は重要である。 

 

参考 道路交通事故による経済的損失  

内閣府の「交通事故の被害・損失の経済的分析に関する調査研究」（令和５年３月） に

よると、道路交通事故による経済的損失は、10兆5,540億円と算定された。 

これは、１年間の交通事故によって生じる損失のうち、金銭的損失である医療費、慰謝

料、逸失利益等の人的損失、車両・構築物の修理費等の物的損失、交通事故に係る救急搬

送費用、警察の事故処理費用、裁判費用、保険運営費用、渋滞の損失等に加え、交通事故

による痛み、苦しみ、生活の喜びを享受できなくなること等の非金銭的損失を交通事故に

よる損失と捉え、このうち死傷損失について算定したものである。  

＜交通事故による経済的損失＞ 

（注）本調査研究は、令和２年度時点のデータに基づき算定 

なお、「死亡損失」の算定においては、厚生統計における令和２年の交通事故による死者数（3,626

人）を使用し、「負傷損失」の算定においては、令和２年の保険・共済関連統計等から推計した負

傷者数を使用した。 

 損失額（十億円） 

金銭的損失 

 人的損失 928 

物的損失 1,258 

事業主体の損失 81 

各種公的機関等の損失 709 

非金銭的損失 

 死傷損失 7,579 

合計 10,554 


